
�愛媛県告示第１４２号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規

定により、御荘町長から公有水面の埋立てにより新たに生じ

た次の土地は御荘町の地域であることを確認した旨の届出が

あった。

平成１６年１月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１４３号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定

により、御荘町長から次のとおり字の区域を変更する旨の届

出があった。

平成１６年１月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１４４号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８８条の規定により

、次のとおり一部事務組合の解散の届出があった。

平成１６年１月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 組合の名称

宇摩地区広域市町村圏組合

２ 組合の事務所の位置

伊予三島市中央５丁目９番５４号

３ 組合の解散年月日

平成１６年３月３１日

�������
�愛媛県告示第１４５号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８８条の規定により

、次のとおり一部事務組合の解散の届出があった。

平成１６年１月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 組合の名称

銅山川上水道企業団

２ 組合の事務所の位置

伊予三島市村松町２３６番地

３ 組合の解散年月日

平成１６年３月３１日

�������
�愛媛県告示第１４６号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８８条の規定により

、次のとおり一部事務組合の解散の届出があった。

平成１６年１月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 組合の名称

銅山川工業用水道企業団

２ 組合の事務所の位置

伊予三島市村松町２３６番地

３ 組合の解散年月日

平成１６年３月３１日

�������
�愛媛県告示第１４７号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８８条の規定により

、次のとおり一部事務組合の解散の届出があった。

発 行 愛 媛 県

印 刷 岡田印刷株式会社
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新たに生じた土地の所在 面 積
（平方メートル）

御荘町猿鳴３１９の地先 ４４４．４４

字の名称
左記の区域に編入する新たに生じた土地

区 域 面 積
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毎週（火・金）曜日発行 第１５２７号 平成１６年１月２７日

平成１６年１月２７日火曜日 第１５２７号

愛 媛 県 報

８３



平成１６年１月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 組合の名称

銅山川疎水組合

２ 組合の事務所の位置

伊予三島市宮川４丁目６番５５号

３ 組合の解散年月日

平成１６年３月３１日

�������
�愛媛県告示第１４８号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８８条の規定により

、次のとおり一部事務組合の解散の届出があった。

平成１６年１月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 組合の名称

中山川水道企業団

２ 組合の事務所の位置

東予市

３ 組合の解散年月日

平成１６年１月３１日

�������
�愛媛県告示第１４９号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８８条の規定により

、次のとおり一部事務組合の解散の届出があった。

平成１６年１月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 組合の名称

三瓶町明浜町衛生事務組合

２ 組合の事務所の位置

東宇和郡明浜町大字田之浜１９５８番地

３ 組合の解散年月日

平成１６年３月３１日

�������
�愛媛県告示第１５０号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８８条の規定により

、次のとおり一部事務組合の解散の届出があった。

平成１６年１月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 組合の名称

東宇和衛生事務組合

２ 組合の事務所の位置

東宇和郡野村町大字阿下６号２００番地

３ 組合の解散年月日

平成１６年３月３１日

�������
�愛媛県告示第１５１号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８８条の規定により

、次のとおり一部事務組合の解散の届出があった。

平成１６年１月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 組合の名称

東宇和事務組合

２ 組合の事務所の位置

東宇和郡宇和町大字卯之町二丁目３７７番地

３ 組合の解散年月日

平成１６年３月３１日

�������
�愛媛県告示第１５２号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法律

第８８号）第７条第４項の規定に基づき、次のとおり公聴会を

開催する。

平成１６年１月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 日時 平成１６年２月１９日（木） 午後１時３０分

２ 場所 松山市持田町三丁目８－１５

愛媛県総合社会福祉会館 ４階 第１会議室

３ 案件 イノシシ適正管理計画の作成

４ 問い合わせ先

県民環境部環境局自然保護課（電話０８９―９１２―２３６８）

�������
�愛媛県告示第１５３号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法律

第８８号）第１４条第３項において準用する同法第７条第４項の

規定に基づき、次のとおり公聴会を開催する。

平成１６年１月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 日時 平成１６年２月１９日（木） 午後１時３０分

２ 場所 松山市持田町三丁目８－１５

愛媛県総合社会福祉会館 ４階 第１会議室

３ 案件 特定鳥獣の狩猟期間の延長

� 狩猟期間を延長する特定鳥獣の種類

イノシシ

� 狩猟期間を延長する区域

愛媛県全域

� 延長する狩猟期間

愛媛県イノシシ適正管理計画の期間（平成１６年４月１

日から平成１９年３月３１日まで）内において、毎年２月１６

日から３月１５日まで

４ 問い合わせ先

県民環境部環境局自然保護課（電話０８９―９１２―２３６８）

�������
�愛媛県告示第１５４号
次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令

第８号）第１条第１項の規定による救急病院である。

平成１６年１月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

名 称 所 在 地 開 設 者 名 認 定 の
有効期限

町立野村病院 東宇和郡野村町大字野
村９号５３番地 野 村 町

平成１９年
１月９日
まで

愛 媛 県 報平成１６年１月２７日 第１５２７号
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�愛媛県告示第１５６号
美川村から協議のあった村営土地改良事業（県単独補助土

地改良事業（かんがい排水）・黒藤川下地区）の施行は、適

当と認められるので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）

第９６条の２第５項において準用する同法第８条第６項の規定

により、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１６年１月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 村営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんが

い排水）・黒藤川下地区）計画書の写し

� 美川村営土地改良事業等の経費の分担金等徴収に関す

る条例の写し

２ 縦覧期間

平成１６年１月２８日から２月２５日まで

３ 縦覧場所

美川村役場

�������
�愛媛県告示第１５７号
松山市から協議のあった市営土地改良事業（農業用用排水

施設整備事業・尾股地区）の計画の変更は、適当と認められ

るので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の３第

５項及び第４８条第９項において準用する同法第８条第６項の

規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１６年１月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

市営土地改良事業（農業用用排水施設整備事業・尾股地

区）変更計画書の写し

２ 縦覧期間

平成１６年１月２８日から２月２５日まで

３ 縦覧場所

松山市役所

�������
�愛媛県告示第１５８号
松山市から協議のあった市営土地改良事業（農業用道路整

備事業・尾股地区）の計画の変更は、適当と認められるので

、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の３第５項及

び第４８条第９項において準用する同法第８条第６項の規定に

より、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１６年１月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

市営土地改良事業（農業用道路整備事業・尾股地区）変

更計画書の写し

２ 縦覧期間

平成１６年１月２８日から２月２５日まで

３ 縦覧場所

松山市役所

�愛媛県告示第１５５号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第８条第１項の規定により市町村から聴取した意見及

び同条第２項の規定により述べられた意見の概要は、次のとおりである。

これらの意見は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び今治地方局産業経済部商工労政課並びに今治市役所において

告示の日から１月間縦覧に供する。

平成１６年１月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、西条地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年１月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所在地 法第８条第１項の規定により市町村から
聴取した意見の概要

法第８条第２項の規定により述べられた
意見の概要

今治くすのきガーデン 今治市旭町三丁目２番地
４

駐車場出入口において来客車両の出入庫の
際の安全対策を講じること。

主要地方道今治・波方港線側出入口におい
て歩行者の安全確保を図るとともに、退店
車両の右折対策を講じること。

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 新居浜港線 新居浜市滝の宮町乙７２番１３ 平成１６年１月２７日

愛 媛 県 報平成１６年１月２７日 第１５２７号
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�愛媛県告示第１６０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局宇和土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年１月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１６１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局宇和土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年１月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１６２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年１月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ４４１号
東宇和郡野村町大字白髭１号１１２番２から

同大字２号１６４番２まで

旧 ３．８～１４．６ ０．０８２

新 １４．５～５２．８ ０．０８０

〃 〃
東宇和郡野村町大字白髭２号１６４番２から

同大字２号１６７番２まで

旧 ３．６～９．０ ０．１４５

新 ３６．８～３９．３ ０．１２８

〃 〃
東宇和郡野村町大字白髭２号１６７番２から

同大字１号１６８番２まで

旧 ６．４～４１．５ ０．１５３

新 １７．８～７０．７ ０．１２２

〃 〃
東宇和郡野村町大字白髭１号１６８番２から

同大字１号１８０番まで

旧 ３．５～３３．５ ０．０６３

新 １２．８～３９．３ ０．０４３

〃 〃
東宇和郡野村町大字白髭１号１８０番から

同大字１号２５０番２まで

旧 ３．８～７．１ ０．０６３

新 ２８．４～４９．３ ０．０６１

〃 〃

東宇和郡野村町大字白髭１号１８３番地先から

同大字１号３０８番地先まで
旧 ３．４～１３．９ ０．３４４

東宇和郡野村町大字白髭１号２５０番２から

同大字１号３１２番２まで
新 １１．５～４２．９ ０．３０６

〃 〃

東宇和郡野村町大字白髭１号３０８番地先から
同大字１号３２１番地先まで
及 び

東宇和郡野村町大字白髭１号３１２番２から
同大字１号３２１番地先まで

旧
３．９～１０．０

２０．０～４２．０

０．１５０

０．１３３

東宇和郡野村町大字白髭１号３１２番２から

同大字１号３２１番地先まで
新 １３．０～４２．０ ０．１３３

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ４４１号
東宇和郡野村町大字白髭１号１１２番２から

同大字１号３１２番２まで
平成１６年１月２７日
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任 免 辞 令

正 誤

�������
�愛媛県告示第１６３号
愛媛県県営住宅管理条例（昭和３５年愛媛県条例第１５号）第

９条第２項の規定に基づき、公営住宅法施行令（昭和２６年政

令第２４０号）第２条第１項第４号に規定する数値を次のとお

り変更し、平成１６年４月分の家賃から適用する。

平成１６年１月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�任免辞令
１月３日

愛媛県技術吏員 木 原 栄 藏

死亡

�正 誤

平成１５年４月１日付け第１４４４号外２愛媛県監査委員規程第

１号（愛媛県監査事務局規程の一部を改正する規程）中

�������
�正 誤

平成１５年４月１日付け第１４４４号外２愛媛県人事委員会規則

３－１８（愛媛県人事委員会事務局処務規則の一部を改正する

規則）中

�������
�正 誤

平成１５年４月１日付け第１４４４号外２愛媛県議会訓令第１号

（愛媛県議会事務局規程の一部を改正する訓令）中

�������
�正 誤

平成１５年４月１日付け第１４４４号外２愛媛県公営企業訓令第

１号（愛媛県公営企業事業所処務規則等の一部を改正する訓

令）中

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 後柿之浦線
北宇和郡津島町成字船越４７９番４から

同字４８８番１１まで
平成１６年１月２７日

設置所在地名 団地名 建設年度 構造別 数 値 備 考

八幡浜市国木 神山 ５８ 耐火 ０．７９８０ 第１号棟に限
る。

ページ 箇 所 誤 正

３２ 下から７行目 第１２条中「失書し
」を「明記し」に、

第１２条中「朱書し
」を「明記し」に、

ページ 箇 所 誤 正

３４ 下から３行目
第１３条第２項中「

失書し」を「明記し
」に改める。

第１３条第２項中「
朱書し」を「明記し
」に改める。

ページ 箇 所 誤 正

３７ 下から１０行目
第１２条中「失書し

」を「明記し」に改
め、

第１２条中「朱書し
」を「明記し」に改
め、

ページ 箇 所 誤 正

３７ 第２条３行目
第７条中「失書し
」を「明記し」に改
める。

第７条中「朱書し
」を「明記し」に改
める。

３７ 第３条３行目
第７条中「失書し
」を「明記し」に改
める。

第７条中「朱書し
」を「明記し」に改
める。
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